
（該当業務： ）

）

）委託の場合

市内の在宅障害児（小・中学校生）で、一時的に見守り等の支援が必
要であると市長が認めたもの。ただし、学童保育の利用が可能な者を
除く。

①

根拠条例等

補助・単独

実施形態

正規職員が関与すべき法的義務性

27

政 策

施 策

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆

確 認 項 目

事
務
事
業
の
概
要

千円 千円

Ａ

障害児日中一時支援事業

枝番号

00

03

会計ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

障害者福祉費

課名

福祉総務課

番号 所属長名

01

02

総
合
計
画

部名

高瀬和泰

事業の目的（どういう状態にしたいのか）

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

民生費

01 社会福祉費項

01 一般会計財
務
科
目

地域でともに暮らす障害者福祉の充実

基 本 政 策

02

法令名・根拠条文

目

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

障害児の健やかな成長と学習の支援

款06

以降

展開方針
（年度別の事業内容）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

千円 千円

平成22年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由

企画政策課
意 見

千円

市 長 指 示 事 項 等

総事業費 千円

行動計画掲載

完了予定年度事業開始年度 平成１９

平成22年度の実施内容・成果

基
本
事
項

福祉生活部

事務事業名

Ｂ Ｃ

年度未定

障害者自立支援法第７７条、地域生活支援事業（国）②

年度

根拠条例等

根拠法令要綱等

障害児の日中における活動の場を確保し、日常生活における機能
を維持・向上できるよう支援するとともに、障害児を日常的に介護し
ている保護者の一時的な休息や、障害児及びその保護者が交流
する場を提供するため。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

①主に夏休み期間を中心に（夏休み期間：週１回午前９時から午後４時まで 夏休み以外に２回：10月、２月頃：午後３時から
午後５時）音楽療法士や保育士による訓練、レクリエーションなどを実施する。登録定員は15名程度
②事業実施時に、保護者同士また、保護者と指導員との間で、介護・子育て等について意見交換を行う。

根拠法令要綱等

③

(①または②の場合)

国・県の補助金有り 市単独

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ

新規 継続 単年度

市単費上乗せ

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

経常 臨時

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ
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【１次評価】 評価実施：平成２２年度

【２次評価】 評価実施：平成２２年度

【３次評価】

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

１評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性） ３ 事業の必要性

直接のサービスの相手方 ２

0.06 0.06

13人

一般人件費[平均給与×(B)]

②
34人

説明

成
果
指
標

（
目
標

）

①
単価

単価

３
５
１ 実施主体の妥当性

市民ニーズの把握 １

名称

説明

名称

93人

50人
41人

①

②

49人 48人
10,462円 13,591円

達成度

目標値
18年度 19年度 20年度 21年度

13人実績値

受益者負担率[(E)/(D)] (F) ％ 0.0% 0.0% 0.0%

22年度

0 0 0受益者負担額 (E) 千円

総コスト[(A)+(C)] (D) 千円

475

973 666 657

475 475

0.06

6770

191

373

498

(A')事業費(予算額または見込額）

125

事
務
事
業
デ
ー

タ (C) 千円

66

18年度 19年度 20年度 21年度

182

115

13,687円

66

445

149

594

121

単位

千円

一般財源

196 196

262

22年度

262

一般財源

事業費(決算額) (A)

一般職員所要人員 (B) 人

特定財源

活
動
指
標

（
目
標

）

単価

名称

説明

名称

説明

66

196

262

特定財源

15人

70人

16人
74,846円 51,230円 41,062円

達成度
目標値

11,583円 19,588円 16,024円
84人実績値

達成度

目標値
実績値

達成度

利用延べ人数：児童
目標値

単価

実績値

事業参加者延べ人数（児童）

利用延べ人数：保護者

事業参加者延べ人数（保護者）

利用登録人数：児童

１
実施主体の妥当性

受益者負担の適切さ

評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性）

直接のサービスの相手方
４
２

事業の必要性

受益者負担の適切さ
評価結果 障害児を持つ家庭を支援していくために、障害児の日中の居場所を確保し、障害児の活動機会の提供や保護者の一時的

な休息を確保していくことが必要であるが、市内には児童デイサービスや日中一時支援事業を行う事業所がない。このよう
な中にあって、学校が休業となる夏休み期間中を中心に実施する本事業の意義は大きいものがある。また、同じ障害児を
抱える保護者同士の交流の場ともなっており、子育てにおける悩みの相談や意見交換の場としても効果があることから、当
分の間、継続する。

Ｈ22年７月から、学童保育において小学校４年生以上の障害児についても対象となることから、市
内の小・中学校の就学先状況（特別支援学校か普通学級か）、日中一時支援事業の利用状況等を
調査し、本事業のあり方を検討する。

３

改
善
策

市で行う同種事業とのバランスをとりながら適切な受益者負担を導入する必要がある。
年間７回の実施日のうち、５回は夏休み中に実施され、夏休み中の実施日は、ほぼ１週間に１回開催されて
いる状況であるが、実施回数についても検討する必要がある。

評価結果 判
断
理
由

改
善
策

判
断
理
由

障害児のうち、登録した一部の児童のみが受けられるサービスである。また、学童保育と同様の
サービスと考えられるが、本事業には受益者負担が導入されていない。
加えて、夏休み期間中、ほぼ１週間に１回実施している状況であり、受益者負担がない状況で、そ
れだけ過密なサービスが必要かどうか疑問である。

評価結果

判
断
理
由

改
善
策

２ 市民ニーズの把握

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止
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